
は　じ　め　に

　加藤弘之（１８３６－１９１６）が１８６１年１２月に完成した『鄰草』は、写本として広く伝唱され

たが、印刷されたのは１８９９、１９００年であった２。日本において「立憲政体を説いた最初の著

書」として、「立憲思想の発達史上に於いて永久に記念すべき文献で」あると評価された３。

にもかかわらず、加藤弘之自身が述べたように「鄰家の疝気を頭痛に病む」という意を取っ

て「鄰草」と名づけたという経緯もあり、隣家である中国をどのように認識し、中国の未

来をどうすればよいのかといった点を興味深く論じた。中国を対象として立憲政体を明確

に主張する『鄰草』は、ある意味では、中国立憲思想の発達史においても記念すべき文献

であると言っても過言ではないであろう。私は、思想史というよりも、近代中日関係史の

原点を探るという視点で『鄰草』に言及したことがあるが４、今回は、『鄰草』における中

国認識、及びその立憲思想と同時代の中国における立憲思想との関係を比較する上で、中

国と日本との「啓蒙思想」についての異同を検討してみたい５。

１．『鄰草』における中国認識

（１）幕末日本における中国認識の変化

　『鄰草』の初稿本のテーマは『最新論』であった。「鄰草」と名を付けたのは、実は、蕃

書調所の同僚である西周、津田真道の意見によったものである。西周は初稿本に「朱書」

で「魚人云、題名全く本論に適せざるに似たり。殷鑑新話ともか。又余り暴露に過ぎば、

鄰も草などにては如何……」、津田真道も、その「題名」について、「朱書」で「岡目草に
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ては如何。岡目も傍眼なりき。（中略）鄰も草にても亦然なり。」６  と書いていた。

　そこには、「鄰も草」のほかに、「殷鑑新話」と「岡目草」をあわせて三つの題名を提案

したことが伺える。『広辞苑』を調べれば、「岡目・傍目」は、「他人のしていることをわ

きから見ていること。」また、「傍目八目」は、「転じて、第三者には、物事の是非、利・

不利が当事者以上にわかる」という意味である。しかし、「当事者」である中国と「第三者」

である日本との関係は、無関係ではなく、横井小楠が言ったように「唇歯の国」７ で、お互

いに緊密な関係である。「第三者」でありながら、「座視傍観」することはできない、おお

ざっぱに言えば、それはまさに幕末日本における中国認識の特徴といえるだろう。

　日本の中国崇拝の観念に大きな修正（軽蔑に移る）を与える契機は、天保１１年（１８４０）

にアヘン戦争における中国の敗北８、或いは文久２年（１８６２）の「千歳丸」上海派遣９ であっ

たという説は道理が通り易く、しかも解り易い。しかし、所謂中国崇拝の観念は如何なる

ものであるかという点について分析する必要は言うまでもなく、古代の日本は別にして、

近世日本では、中国崇拝の実相、つまり中国の何を崇拝したか、どれほどの日本人が中国

を崇拝していたかなどを究明しなければ、中国崇拝の観念を修正することを論ずるのは、

また改めて理念的な作業に陥りやすいだろう。中国の文化は古代日本に与えた影響は確か

に深く、幅も広かった。しかし、少なくとも近世以降、日本の「主体的な選択」を無視す

ることはできない。それを前提として、多種多様な中国観があって、歴史状況によってど

ちらもが主流に変化し得るだろう。例としてよく挙げられるのは、佐藤信淵の中国観であ

る。その『防海策』（１８０８年）、『宇内混同秘策』（１８２３年）及び『存華挫夷論』（１８４９年）か

ら、それぞれ佐藤の中国観を読み取れる。つまり、『防海策』には、「彼大清国の強大にし

て密迩なる（中略）此大清国に卑辞・厚聘を費しても与国になって、交易を通じ以て互市

の大利を収めんこと、今の世の要務なり」１０ と友好の姿勢であったが、『宇内混同秘策』に

よると、「曾て愚爾たる満奴猶能く支那を取る。況や皇国の兵粮と大銃・火薬の神威を以

て此が後継たるをや。十数年の間には、支那全国を統一せんこと、亦論を俟ずして明な

り」１１ と堂々と論じた。また、『存華挫夷論』では、「満清も夷狄なり、英吉利亜も夷狄な

り。然るに愚老が英吉利亜を挫きて、満清を存せんと欲する者は、満清の中華を一統して、

仁明の君数世継出で、天意を奉るの政を行ひけるを以て、中華の人民に大に蕃息し」たの

で、「永く本邦の西屏たらしめんこと」１２ を期待した。

　所謂「主体的選択」は、具体的に分析すれば、論理的には以下の幾つかの意味を含んで

いる。

　まず、中国のことを相対化、対象化、或いは客体化することである。丸山真男は、佐久

間象山の漢詩である「読洋書」１３ を分析して、「象山が、漢学を通じて、多年養われてきた

「東洋」と日本との一体化を打ちやぶったことを申しました」と解釈して、その「主体的

選択」１４ を賛美した。実は、この考え方は、儒者である藤原惺窩と林羅山の思想にすでに

現われていた。藤原惺窩は「本邦東海の表、太陽の地に居り、朝暾晨霞の輝煥する所、洪
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涛層瀾の蕩潏する所、その清明純粋の気、鍾りて以て人才を成す。故に昔気運隆盛の日、

文物偉器、中華と衡を抗し」１５ た。林羅山は「理のあること、天の幬はざるなきが如く、

地の載せざるなきに似たり。この邦もまた然り。朝鮮もまた然り。安南もまた然り。中国

もまた然り。」１６ つまり、惺窩は日本における「中華」に匹敵しえる優れた地理人文、文物

偉器を以て中国のことを相対化しようとしたが、羅山は「理」の普遍性と同一性によって

中国を相対化しようとした。

　次に、相対化された中国に対しては、強い警戒心１７ を持ったり、或いは上述したように

「与国」になろうとしたり、主動的に侵略しようとしたり、また「裂眥罵詈」１８ したりした

ことがあった。

　最後に、文化中国と現実中国とを分裂させることである。徂徠は、「幼耽典籍、景慕華

風」１９ と自称したが、同時に「慕華風之深」の状況に対して、「且三代而後。雖中華。亦戎

狄猾之。非古中華也。故徒慕中華之名者。亦非也。」２０ と強調した。それについては、吉川

幸次郎が「民族主義者としての徂徠」と題する論文で、「中国の優越、それは古代の「先

王の道」の時代にあった。しかし秦の始皇以後の中国は、「先王の道」を失のうことによっ

て、その優越を喪失し、今やそれを再獲得した日本の徳川王朝は、中国に優越するという

のが、彼の認識であった」２１ と明確に分析している。日本を中心として所謂「日本型華夷

思想」も闇斎学派によって打ち立てられた２２。

　儒者古賀侗庵（１７８８－１８４７）の専ら中国の「政化民風」における短所と弱点、即ち所謂

「唐人之失」を収集して中国のことを総合的に批判する著作である『殷鑑論』（１８１３年）は、

幕府後期において、一種の代表的な中国認識であった。１８８２年１０月、この『殷鑑論』（天

香楼叢書四、東京：竹中邦香、１８８０年９月版権免許）が出版された。侗庵の父は寛政三博

士の一人古賀精里（１７５０－１８１７）で、侗庵の長男茶渓（１８１６－１８８４　名は増、謹一郎と称

する）が家学を継いだ。幕末には代表的儒者の家であった。「殷鑑遠からず」の「殷鑑」

として中国を認識することは、１９世紀における日本の中国認識の主な流れの一つであった。

加藤弘之の『鄰草』もその一つ表れとして考えられよう。

（２）『鄰草』における中国認識

　区建英氏は、すでに『隣草』に現われた中国認識を以下の二点に集中して論じている。

つまり、「第一点は、閉鎖・尊大の「中華思想」を批判したこと」と「第二点は、清朝の

政治的不公正の所在を批判したこと」であるが、その中に「儒学の政治理念の根本につい

て否定するのではない点を注目すべきである」とも強調している２３。ここでは区氏の所論

を参照しながら、上述の「主体的選択」の見方によって『鄰草』の中国認識をその時代に

位置づけて、立憲思想を主張する由来を探ってみたい。

　『鄰草』における中国論の特徴は、文化中国と現実中国を分別視することは、大雑把に

言えば、上述の考え方と大差ないと言える。しかし、加藤弘之はそれを単純に分離したの

ではなく、それぞれの状況にしたがって具体的に優劣を判断したという点が重要である。
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まず、『鄰草』は中国古代文化に敬意を表した。「漢土」を「往古聖主賢君代る代る出たる

国」として、その優越性は「決して他の君主握権の国と同日に論ずるべきに非ず」、「当今

の如き弊政に至りても自ら余国の企て及ばざる所多」いと肯定した。なぜなら、ここでは

「其法律制度等」はもともとすべて「先王の遺法に則る所なれ」２４ とあるからである。「先

王の遺法」というのは、即ち「先王の政治」または「先王の政体」であり、しかも「先王

の政治（体）は専ら仁義を旨とせる公明正大の政治（体）」で、つまりそれは「仁義の政」、

「仁政」である。「先王の政治（体）」は、理想的なものでもあり、完璧的なものでもある

という儒学的政治理念を信奉しているため、「縦ひ如何なる政体ありとも先王の政体に優

るべき者の有るべき理なし」、そして「先王の政治なれば決して其弊の生ずることなし」２５ 

という結論を自然に導き出せる。

　一方、現実において、「嘗て無智浅慮患るに足らざる夷狄禽獣などと卑視せし英仏の為

に攻撃せられて屡敗衂を取る」ことは無視できなかった。中国の失敗の原因は、概観的に

いえば、清朝における士大夫の「柔惰」と「安逸」にあり、時勢の発展に遅れたこと、つ

まり、「中華は古の中華にあらず夷狄も古の夷狄に非ざるを知らず、西洋諸国智巧大に開け、

天文地理の学より格物窮理其外の万技悉く精妙に至り、殊に兵法器械等に至りては遠く清

朝の右に出るをも知らずして、全く不虞に備ることを忘れ」２６ たということであると述べた。

それは、従来の華夷秩序観に囚われたこと、また西洋の自然科学、特に軍事技術が遥かに

進歩したことに無知であったことを重視している。その論法は中国を「殷鑑」として認識

した幕末日本知識人にとって常識的なものであった。『鄰草』の完成した前年の１８６０年に、

横井小楠も、「今の満清は（中略）開国以来百数十年道光・咸豊に至って昇平の久しき、

其弊驕傲文弱に流れ、海外諸国の、往々理を窮め智を開き、仁を施し義を崇び、国富み兵

強く、諸夏の亡きが如くならざるを知らず。待つに昔日の夷狄を以てし、蔑視する事禽獣

に等しきにより、道光の末年、鴉片の乱により大に英国の為に挫折せられ」２７ たと論じた。

また、加藤弘之の師事した佐久間象山は、早いうちにアヘン戦争で「清朝の覆轍」を「殷

鑑」（「清国の殷鑒」２８）として纏めた。例えば、「学ぶ所は其要を得ず、高遠空疎の談に溺

れ、（中略）人材を択び候趣法を論じ候ひ乍ら、賢者・能者下位に居り、愚者・不肖者国

柄を執り候弊を救ず、（中略）時変に達して兵制を改むることを知らず、（中略）外国とい

へばひたもの軽視し候て、夷狄蛮貊と賤しめ、彼の実事に熟練し、国利をも興し、兵力を

も盛にし、火技に妙に、航海に巧なる事、遥に自国の上に出でたるを知らず」２９ などであっ

た。

　清朝失敗の原因として、英国の「強盗の所為」３０ がもたらした側面もあるということは

佐久間象山が指摘していたが、自身の対策を講ずるのは、当面の急務であった。「天地自

然の道理」で「外虜に接する」３１ という主張もあるが、具体的に如何に改革すればよいか

は肝心であった。『鄰草』の完成した時期は、丁度中国において「洋務運動」が開始され

たところであった。加藤弘之は、鋭い識見を以て、「真に武備を興復し士気を勇悍になさ
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んには、唯砲銃船艦等を造製し、操練教閲等をなせしのみにては決して及ばざることなり」

と論じた。なぜならば、「船砲の造製、武技の操練等は唯武備の外形にして、此等の事の

みにては未だ武備の精神備わらず」ということである。つまり、武備の外形は「甚だ末の

事にて、武備を整ふるの大本と云ふべき事にはあらざるなり」３２ と強調した。

　ここで注意したいのは、横井小楠が欧米における良い政治を「殆ど三代の治教に符合す

るに至る」３３ と考えたのに対して、加藤弘之は、「先王の政体」の優越性を充分に肯定する

と同時に、「僕は考える処にては、先王の政体の立方にも未だ至らざる所なきにしもあら

ずと思ふなり」３４ とはっきり表明したという点である。また、「実に漢土の缺典と云ふべき

は所謂公会なり、唐虞三代の頃より此公会を設けざるが故に、後世暗君暴主等出るに至り

ては或は政権を奸臣貪吏の為に盗まれ、或は君主独り其権を専にして遂に天下国家を失ひ

易きなり」３５ と明確に述べた。これこそ、立憲思想、特に「公会」を設立する必要性を痛

感した証左であると言えよう。

２．『鄰草』における立憲思想と同時代の中国の立憲思想

（１）『鄰草』における立憲思想

１）「人和」と「公会」

　前節で「武備の外形」は「末の事」であり、「武備を整ふるの大本」、即ち「武備の精神」

に言及したが、それは何であろうか。加藤は「所謂人和より外決して武備の精神となるべ

きものなし」３６、また「縦ひ如何なる兵法器械ありと雖ども人和なければ決して勝利を得べ

きの理なし、（中略）人和は武備の精神なる故、真に武備を整ふるには先づ人和を得ずし

ては叶わざるなり」３７ と強調した。「人和」について、西周は「朱書」で「人和より四大制

度を説着す。是れ孔門の源流を以て転じて西哲の浩蕩をなす。尤も世論を圧得て力あるを

覚」３８ と評価した。「人和」は『鄰草』における立憲思想の出発点でもあり、目的でもあっ

た。

　清国の状況を分析するとき、天下治乱の責任は「天子」、「人君」にあると強調した。簡

単にまとめれば、聖主賢君の治は、上下の情能く和合して父子の如く、四海万民相親睦し

て兄弟に異ならざるので、つまり、人和を得るので、天下泰平であった。いずれの国でも

創業の君より二、三代の君は聖主賢君が多い。四、五代以後（清朝の場合は特に嘉慶以後）

に至っては、往々牧民の大任を忘れ、唯宴楽逸豫を事として治国の事は悉く奸臣佞士に委

任する故に、上下の情壅塞して相合せず、万民相親睦せずして人和大に破れる。総じてい

えば、清国は外邦の為に軽侮せられて屡屡其侵攻に困られるのは、「其咎独り天子（人君）

にあり」と断言した。天子・人君たる者は民の父母たること、また天下は天下万民の天下

たることを忘れれば、人和を得ざれて仁義の政をも遂に失ってしまう。そして「勝敗の大

本実に人和を得ると得ざるとに在る」３９ と結論づけられていた。

　「人和」のために「公会」の設置が必要であると詳論した。「清朝も高宗迄は皆英明の主
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なり（中略）仁宗より暗君代る代る出て（中略）遂には当今の如く嘆かわしき形勢に至り

しなり。是れ殊に公会の設けなきに因るなるべし。若し公会の設けあるときは暗君と雖ど

も常に下説を聴き、下情に通するが故に、自然英明に移ることもあり、又奸臣権を盗まん

と欲すと雖ども、公会下民之を縦さざるが故に、決して其志を遂ること能わざるなり。故

に公会を設けるは尭の敢諌鼓を作り、舜の誹謗木を立てるにも遥かに優れる者にして、実

に治国の大本と云ふ可きなり。此公会なきときは、縦ひ如何なる法律ありとも何の益もな

きことなり。」４０ つまり、「公会」の設置を「治国の大本」として、ひいては「万世安全の

策を立てんと欲せば、必先づ此公会を設けずんは叶わざるなり」４１ とまで強調した。

　しかし、上述した「公会」の機能から見れば、王権を牽制４２ する面も言及したが、結局、

それは「仁政の施し易く、亦人和を得易き一術」であり、大いに言っても「天下を治むる

には欠くべからざる良術」４３ に過ぎないのである。李暁東氏が指摘したように、「加藤にとっ

て、「公会」は結局君主の「治国平天下」のための道具」であった４４。「如何なる善政体を

立てたりとも、其君之を用いざれば何の益もなきことなり」４５ を読むと、政治の全視野では、

君主は絶対的なものに対して、「公会」は独立的なものではなく、それに付属したもので

あるという考えは明らかであろう。また、立憲政体、或はその核心である「公会」制度を

「規矩」として喩えとした。「聖賢の君なれば、政体の立方縦ひ至らざればとて決して其弊

の生ずることなしと雖ども、後世暗君出るときは其弊忽ち生ずること必然なり。故に規矩

は拙工をして良工に劣らざる精巧を竭さしめんが為めには必欠くべからず、又政体の立方

の十分至れる者は暗君をして聖主賢君に劣らざる仁義の政を為さしめんが為めには必欠く

べからざる者なり。」４６ つまり、「公会」という「規矩」は、政治上の良工である聖賢の君

にとっては「殆ど無用に属する」もので、専ら拙工である暗君の為に持ち出した道具であ

る。「公会」は有用な「必欠くべからざる」「良術」として、或は「規矩」として、その政

治的機能の面では、絶対的なものであり、「治国の大本」としての独立性を認めなければ

ならない。

　ここでは、「仁義の政」、「仁政」など儒学の伝統的概念を以って「天下を治むるに欠く

べからざる良術」という西洋の政治方策を受容する姿勢を明示した。つまり、儒家の「道」

と西洋の治国の「術」の関係を以って、立憲思想を位置づけようという考え方であった。

２）政体の分類及びその差異、発展、運用など

　世界万国の政体について、加藤は「君主政治」と「官宰政治」という二政体に分類した。

さらに詳しく分析すると、君主政治には「君主握権」と「上下分権」があり、官宰政治に

は「豪族専権」と「万民同権」があり、あわせて四つの政体があると説明した。その中に、

「君主握権」と「豪族専権」の二政体は「公平ならざる者」であり、「上下分権」と「万民

同権」は、「公明正大にして尤も天意に協ひ輿情に合する者」４７ であると評した。その差異

を判断する基準は、各政体と「人和」との関係によって現われた政治的機能にあった。例

えば、「君主握権」と「上下分権」との差異について、「君主握権の国にては万事王室朝廷
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の為に謀り、上下分権の国にては万事国家万民の為に謀るの差異あり。唯此差異を以て此

二政体の公私如何を知るべきなり」４８ とはっきり区別していた。その基準を以て、将来の

世界に政治発展の大勢を予測した。即ち、「総て公明正大の天意に協ひ輿情に合する者な

れば、世界万国の政体漸く上下分権と万民同権の二政体とならんは自然の勢なり、人力を

以て之を防がんと欲するとも決して能わざることなるべし」４９ ということであった。

　そして、政治制度とその制度を運用する人間との関係、また、制度の設立方法、制度の

規制力について、『鄰草』にも繰り返し論じられている。制度と人間との関係は、総じて

いえば、「政体は死物」、「人は活物」であって、制度を運用する人間の主体性を強調した。

その人間＝人君の介在によって、制度の機能の相対性と限界性を露わにした。加藤は、「政

体は死物なり、人は活物なれば、如何なる至良至善の政体にしても活物たる人之を用いざ

れば死物たる政体は何の益もなし」と述べると同時に、さらに「政体さへ公明なれば人君

の賢愚明暗に拘わらず、国家安寧に治まるべしと云ひしにはあらず、固より人君は英明に

あらざれば叶わざる」ことを「当然の理」として強調した。つまり、ここでは、「制度万

能論」を否定した。そういう見方によると、先述した「君主握権」と「上下分権」との差

異は、その相対性なものに過ぎない。即ち、「君主握権と上下分権の二政体の差別は、唯

暴君暗主等の出る時に至りて其政治の忽ち衰え易きと衰え難きのみにて、上下分権なれば

決して政治の衰えぬと云ふ理はあらざるなり」５０ ということになってしまう。

　ところが、切迫した現実の課題を抱える清国にとって、その改革の方針は如何なるもの

であろうか。『鄰草』に清国の現実的危機を打開する方策として「今より速やかに上下分

権の政体に改革して旧来の弊風を除き、善政を興さんこそ実に清朝の一大急務」５１ である

ことを、煩をいとわずに詳論した。また、上下分権の政体を「良術」として、細かく紹介

した。その上に、「此一術を用ひたればとて上に暗愚の君あり、下に佞邪の臣ありては何

の益のなきことなれども、此良術を用るときは、暗愚の君は自然賢明となり、佞邪の臣は

自然時を失うべき良術なり、惜しむらくは二十年前鴉片乱の頃より此良術を用ひしならば、

当今の如き形勢には至らざるべき」５２、また『鄰草』の最後の所に「清主北京に還りて直に

上下分権の政体を立て公会を設け、以て公明正大の政治を施すときは下民皆其仁徳に懐き

朝廷を視ること父母の如く、万民相親むこと兄弟の如くにして人和全く斉はんこと疑ふべ

からず、是時に至れば武備に精神全く備はるが故に、砲銃船艦も始めて真物となり、操練

教閲も始めて実用となるなり。是故に縦ひ外患内賊ありと雖ども決して患に足らずして国

家永く泰平、王室永く安全ならんこと決して疑ふべきなし」５３ と展望した。つまり、最後

に政治の中身である「人和」、「精神」に回帰したのである。一方で、政治の「術」として

の上下分権の政体、「公会」を運用するとき、西洋のものをそのまま援用すれば危険であ

ることにも注意を喚起した。「同じ上下分権の国にても法律制度の立方又は公会の設け方

等に至りては善悪精粗の差異ある者なれば、各国の法律制度及び公会等の事を能く穿鑿し、

其上にて之を取捨損益して其至善を求むべきなり。何分公会の設け方善らざるときは却り
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て之れが為に国家の大害を生ずる者なれば、先づ第一に此事に意を用ひずんばあるべから

ず」と忠告していた。それは、政治制度の背後に潜在していた地域的、文化的要素を考え

なければならないことを示唆していたと言えるだろう。

（２）『鄰草』の参考文献について

　『鄰草』を執筆する時、加藤弘之は蕃書調所教授手伝という職を得て、「蕃書調所の蔵書

を読まれた所から執筆せられたと云ふことであるが、その何れの書物によって之を書かれ

たかに就いては博士（加藤弘之を指す――引用者）はまだかつて之を云はれたこともない、

静岡の葵文庫に現存せる、其の当時から伝われる洋書に就いて見るも原本らしきものは見

当たらないと云ふことである。言葉に就いては支那訳に依られたものが多い様であるが、

大体に於いては矢張り和蘭若しくは独逸あたりの公民読本の如きものによられたのではな

からうかと思われる。」５４ と下出隼吉は語っていたが、尾佐竹猛は、『日本憲政史大綱』の

「議会思想の移入」の部分で、日本国民に極く一少部分に「和蘭語に由る外国の知識」を

得る以外、「此頃支那に於ける欧米人の文化宣伝事業は着々其歩を進め、幾多の有益なる

漢文の著書は出版され、従って支那人の著書も亦た多く出版されたのである。当時我国の

有識階級といへば、全部漢学者であったから、之れ幸ひと之等の著書を競って読み、我国

に於いてもこれを翻訳したものも尠くは無かったので、これに依って漸次欧米の議会制度

も我国に紹介されたのである。」５５ と述べた。確かに、魏源（１７９４－１８５７）の『海国図志』

と徐継 （１７９５－１８７３）の『瀛寰志略』は、特に、地方学館のテキストとして使われ、広

く流布していたと言えるだろう５６。尾佐竹猛は、『瀛寰志略』を紹介する時、「加藤弘蔵（弘

之）の著たる『隣草』は此書の訳語に負ふ所が多い」５７ と言及していた。

　一つ重要な知識の源泉として、中国の著書は、幕末日本人にとって、新しい世界像を形

成する為に大きな役割を果たしていた。ある意味では、『隣草』は、中国から得た世界的

知識を以て世界的視野に中国の政治改革を勧めることによって、日本に於いて、加藤弘之

の言葉を借りれば、「欧州立憲政体の概要を説くの権輿なりと云ふも決して過言に非ざる

べし」５８ という作品であると言える。

　津田真道（行彦）は『鄰草』の初稿本である『最新論』に加藤の所論を「朱書」で総合

的評価を下していた。その「清英勝敗の故」と「清国恢復の策」を全面的に「最妙」など

の賛辞を惜しまなかった。同時に、その所論を同時代の西洋・東洋の思想状況において、

「西洋人の眼を以て視れば敢て奇とするに足りずと雖、満清の人一万万着眼于此者、恐ら

くは一人も無る可し。惜らくは清主に此論を聞しめざる事を。蓋愛親覚羅氏、一家之存亡

は天意に任して可なれども、清民一億の禍福に関する所なり。余也、到于此而悲於清国無

其人焉」５９ と論じた。ある意味では、これは一種の比較思想論と言えるだろう。

　果たして、中国における同時代の思想状況は、どのようなものだったのだろうか。「悲

於清国無其人焉」との言説は適切な解釈と言えるのだろうか。
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（３）同時代の中国における立憲思想の萌芽

　ここで、『隣草』と同時代、主にその前に中国に現れた立憲思想の萌芽を紹介したい。

熊月之の『中国近代民主思想史』（修訂本、上海社会科学院出版社、２００２年）が詳しく論

じているが、本稿と関心が重なる部分を簡単に引いてまとめてみよう。

　アヘン戦争前後、西洋の宣教師は欧米の民主政治の制度を中国に紹介したが、初めて西

洋の民主制度を称賛した中国人は魏源だと言われる６０。彼の『海國図志』（１８４２年５０卷本完

成、１８４７年６０卷になり、１８５２年１００卷まで増補）は、中国の政治制度と欧米との違いを明確

に認識していた。また、『海國図志』と同じように、徐継 の『瀛寰志略』（１８４８年）も中

国人の手で最も早い時期に体系的に世界史に関する地理知識を紹介するだけではなく、近

代中国人の欧米民主制度を熱意を持って称賛して、君主専制に不満を現した最も早い記録

であった６１。この二冊の著書は日本に輸入され、与えた影響は多大であった。ワシントン

が創始したアメリカの民主制は「ほとんど天下為公に斉しく、その盛大の様子はまさに三

代の遺意」であり、特に「天下公器を公論に付し、古今未有の局を創して、如何なる奇観

なり」６２ と賛美した。

　また、魏源は、人間の価値と尊厳を重視して、天子が大衆を離れ、大衆を蔑視すること

を批判した。「天子自視為衆人中之一人、斯視天下為天下之天下」６３ と主張したのである。

つまり、天子は自ら普通の庶民の一人を自認して、民衆の喜怒哀楽をよく体験して、牧民

の任をよく心にあれば、それは、天下を天下の天下として視ることである。しかし、彼は、

「上下相知」、「上下情通」の難しさをもよく理解している６４。

　『隣草』に「人和」を特に強調したと同じように、近代中国において早い時期にこの問

題の重要性を認識した。『郭嵩燾日記』によると、咸豐９年（１８５９）正月二十四日、咸豐

帝と郭嵩燾（１８１８－１８９１）との間に次のような話があった。「上曰：汝正摺所言、或尚有不

能形之筆墨者、当尽情陳説、不必隱諱。臣奏言：今日總当以通下情為第一義。王大臣去百

姓太遠、事事隔絶、於民情軍情委曲不能盡知、如何處分得恰当？事事要考求一個實際、方

有把握、故以通下情為急。」６５ これは近代中国で初めて直接皇帝に「去隔絶」「通下情」を

提出したものである。これもその後、郭嵩燾という人物が西洋政治制度の受容を要求する

思想的基礎であった６６。

　『隣草』とほとんど同じ時期に完成した馮桂芬（１８０９－１８７４）の『校邠廬抗議』（１８６０－

１８６１）は中国近代民主思想史においても名作である。以下で重点的に紹介しよう。この著

作は、作者の自身の意見はもちろん、また雑家乃至夷説（西洋の説）をも参照されている。

しかし、その要は三代聖人の法を宗旨とした６７。

　まず、馮桂芬は、なぜ、世界で第一の大国である中国は現在、西洋の小夷に煩わされて

いるのかという前代未有の「奇憤」について、どう解釈すればよいかと問う。なぜ彼（西

洋）は小さくて、しかし強い、我（中国）は大にして弱いのか。このように、自国の劣勢

を恥もなく解剖して見せた。答えは、即ち、「人無棄材不如夷、地無遺利不如夷、君民不
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隔不如夷、名實必符不如夷。」６８ その中でも、「君民不隔不如夷」という言葉は、はっきり

西洋政治の特長を肯定していた。優れた制度に対して、「法苟不善、雖古先吾棄之。法苟善、

雖蛮貊吾師之」６９ という態度を取ったのである。つまり、もし法（制度）がよくないならば、

伝統あるものでも捨ててしまい、良い法（制度）ならば、蛮夷のものでもそれを支持する

というのである。そして、伝統的「華夷」標準を捨てて、現実的な「法」の善悪を新しい標

準として立ち上げた。これは、西洋に向けて心を開き、頑迷な抵抗を崩壊させたのである。

　具体的には、例えば、官吏の昇進には「博采輿論」、「公挙」、「公論」を強調した７０。ま

た、「薦挙之権、宜用衆不宜用獨、宜用下不宜用上」７１ と主張した。つまり、人材の選挙は、

できる限り多数の意見と地位低い人の意見を重視したほうがよいということである。また、 

管理制度については、詳しく「公挙」の方法と「公所」の設け方を論じた７２。

　馮桂芬も、「人和」のしるしとしての「通上下之情」ということを最も重視した。『校邠

廬抗議』の中で強調された「重儒官、復郷職、公選舉」は、全て「通上下之情」のためで

あった７３ と述べられている。それについては、具体的方法として「陳詩之法」を詳しく説

明し７４、また「上下之情」を通ずるには注意しなければならないことを細かく釈明してい

た７５。

３．中国と日本の「啓蒙思想」についての異同

（１）幕末日本の洋学と清末の洋務派

　幕末の洋学と加藤弘之の思想の特徴について、田畑忍氏は、「幕末日本においては、封

建社会の矛盾の激化とともに、対外事情も急迫して、海防の必要から、特に軍事科学への

関心が強くなって、こうした面からの洋学研究が活発になったのである。沼田次郎氏も、

西欧近代市民社会の所産である西欧近代科学の精神と方法とは、そのままではわが国封建

社会の精神と相容れないものであり、わが国に受容されたものは、単にその精神と方法と

を除き去った、いわば技術的な知識・成果のみてあった、ということを指摘しているので

ある（『幕末洋学史』）が、このような側面の重要性を無視することは、何人にもできない

であろう。弘之における西洋思想の受容を見ても、近代市民社会所産としての西欧思想を

外形的に受け容れたのであって、その精神と方法とを学んだのではなかった。言いかえれ

ば、弘之は、儒教の教養の上に、当時の支配的な西洋思想を接木的に、また好奇的に受容

したのであって、それを根底的・主体的に把握したものではなかった。」７６ と述べている。

　『加藤弘之自叙伝』のなかで『鄰草』の目的に対して、「西洋各国には議会というものが

あって、政府の専制を監督防止する制度が立って居ることを述べたもので、実は当時の幕

政を改革する必要があると考えて書いたのである」と説明した。その執筆の意図は「幕府

的立場において」であった。田畑忍氏の解釈によれば、それは「徳川幕府の統治下におけ

る封建制に立憲政体をとり入れ、幕府体制を持続しようとする現状維持的改進の主張をし

たものということができよう」７７ という。李暁東氏も「この時期の加藤における「議会論」
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は、徳川政府が絶対主義体制を構築するためのものであり、彼の「公会速開論」は正確に

いえば「列藩会議速開論」であった」７８ と主張している。

　実際、その当時、土佐藩や福井藩を初め開明的各藩にはすでに議会論が台頭し、それが

幕閣内部の時代思想を形成していたからであるといわれる。田畑忍氏は、また「現状打破

論者も、現状維持論者も、ともに列藩会議論に歩みよったのである。しかし彼らは、決し

て純然たる欧米立憲思想を十分に理解していたのではない。すなわち如何なる試練を経て

議会制度が完成し、如何に運用せられているかはその知る所ではなかった。従って、その

問題について、科学的に厳密に検討していたわけではなかったのである。弘之の場合もま

た例外ではない」７９ と論じている。

　一方では、１８３９年、崋山・長英らに関わる「蛮社の獄」に示されたように、洋学の新傾

向、或いは「新しい一つの契機が加わっていること」は、論者に注意を要する。高坂正顕

の『明治思想史』はこれについて詳しく分析を加えている。「それは何かと言えばようや

く政治・経済の問題、わけても外交の問題にまで接触面を拡げたことにある」と規定した。

しかも、「蛮社の獄」の歴史的本質を構成する「社会経済史的な事情」、「対外関係、結局

鎖国政策に対する批判」、「洋学対儒学の衝突」という三つの契機を析出してみせた８０。

　中国の洋務派にも、李鴻章のような西洋の軍事・工商だけを学べば十分であるという論

者は多かったが、郭嵩燾のように「西洋立国、有本有末、其本在朝廷政教、其末在商賈。」

（１８７５）「巴力門議政院有維持国是之義、（中略）此其立国之本也。」（１８７７）という西洋の政

治制度をも学ばねばならない、という異論もあった。しかし、洋務派の政治的立場、勿論、

封建体制を持続しようとする現状維持的改進の主張をしたものでああった。「蛮社の獄」

のような事件は起こらなかったものの、郭嵩燾の『使西紀程』（１８７７年）は禁書処分となっ

た。

　幕末日本の洋学と清末の洋務派との間は類似する部分が多い。洋務派は主に中央政府の

官僚（士大夫）で、洋学者は、普通の知識人は多かった。洋務派の努力は苦しい時の神頼

み、あるいは、のどの渇く時になって井戸を掘り始めるというようなものであったのに対

して、日本の洋学は、転ばぬ先の杖であったといえよう。

（２）儒学の機能と束縛

　日本の儒教の特徴とは何かという問題は難しいが、それは、中国のような「一つの纏っ

た思想体系として」強い規制力と影響力を持った「道統」より、「むしろ儒教の諸々の理

念が封建社会の人間にとっていわば思惟範型（Denkmodelle）となっていたという点に存

する」８１ と丸山真男は述べた。

　『鄰草』の中に、「仁政」、「仁義」、「聖主賢君」、「忠臣賢士」、「人和」など儒教意識は濃

厚であったが、しかし「道」（先王の政体）と「良術」（公会）はそれぞれの次元で独立性

を持っていた。「先王の政体の立方にも未だ至らざる所なきにしもあらずと思ふ」ことが

何も不自然もなく、しかも「良術」としての「公会を設けるは尭の敢諌鼓を作り、舜の誹

日本における立憲政体の受容と中国

―　　―97



謗木を立てるにも遥かに優れる者にして、実に治国の大本と云ふ可きなり」と強調されて

いた。

　馮桂芬の『校邠廬抗議』には、様々な民主的な提案が提示されているが、しかし、論じ

られた内容は、ほとんど封建制度の実用の次元を超えるものではなかった。その提案も「中

国の古典や先例から外れる独創的な解答」ではなかった。それに関して、佐藤慎一氏が「中

国近代化の挫折は、彼ら（士大夫）の無能さゆえに起こったのでは決してない。彼らは、

その学問能力を駆使し、危機への対応策を立案したのである。」、「危機への対応策を模索

する士大夫たちは、古典や先例の中に正しい解答を求めるほかなかった。それは出口のな

い迷路で出口を模索するのに似た試みであった。彼らがその学問能力を駆使して正しい解

答を模索すればするほど、いたずらに時が流れ、危機が深まっていった。（中略）中国近

代化の挫折は、むしろ士大夫の有能さえに起こったとすら言い得るであろう。」８２ と述べて

いる。儒学の道統の下に、中国知識人は、魏源の言うように、「君子は軽くに変法の議論

を為らず、而して惟法外の弊を去ることで、弊を去るならば、あいかわらず其の初に復帰

してしまう。汲汲として法を立つことを求めなく、而して惟法を用いる人を求める。その

人は得たら、法は自ら能く立てれるなり」８３ と、変法ということは、観念的には難しいこ

とである。『鄰草』の中で「公会」が場合によっては「治国の大本」として、別の場合に

よっては「一術」として自由に扱われるのは、同時代の中国知識人にはほとんど不可能だっ

たであろう。馮桂芬の「中国の倫常名教を原本として、諸国の富強の術を輔ける」８４ とい

う説は、中国近代中国における「中体西用」論の嚆矢として注目されたが８５、この思考枠

組みを超克するのにずいぶんと時間がかかった。

　なぜ、近代中国における民主・憲政への道は遠かったのだろうか。これに関して考察す

べきは、一人一人の中国人が有能か無能かといった問題ではなく、国際的形勢、中国社会

と文化の機制と特徴など非個人的要素をあわせて総合的に考慮に入れる必要があるだろう。

終　わ　り　に

　以上、加藤弘之の『鄰草』を中心に、その中国認識と立憲思想を考察する上で、同時代

における中国の立憲思想の萌芽、さらに中日両国の啓蒙思想を簡単に比較することにも論

及した。『鄰草』は日本では立憲政体を主張する濫觴であるが、確かに「高い水準であり

ながらわかり易く書かれた出色の書といえ」８６ るだろう。しかし、それを中国立憲思想の

発達史においても記念すべき文献として読めるかどうかは、まさに、その中国認識及び同

時代における中国の啓蒙思想との比較にかかってくるであろう。その「高い水準」をよく

吟味しても、中国立憲思想史における位置づけという点では不明な箇所が多く残っている。

それらを解明するのが今後の課題であるが、ここまで論じてきたような問題を提起する形

にとどめたい。

（２００８年９月１１日初稿、２００９年３月３日改訂）
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